
  

 

 

 

 

 

 

 

 

法教育推進協議会  

第５４回会議 議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和７年３月４日（火）   自 午後４時００分 

                      至 午後５時４５分 

 

第２ 場 所  法務省第一会議室（２０階） 

 

第３ 議 題  （１）各種報告 

          ア 令和５年度における法教育授業等の実施件数について 

          イ 法教育に関する広報活動について 

          ウ 高校生向けデジタル教材企画検討部会の活動状況について 

        （２）協議事項 

          法教育の普及・促進に向けた令和７年度以降の取組事項について 
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議        事 

 

太田座長 定刻となりました。まだお見えになっていない方もおられるかもしれませんが、

第５４回法教育推進協議会を開催させていただきます。 

  オンラインで御出席の方はカメラをオンにしてくださるようお願いいたします。 

  本日は寒い中、皆様御多忙のところお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

  まず初めに、事務局から本日の発言方法について御説明をお願いいたします。 

奥村官房付 事務局の奥村でございます。それでは、本日の発言方法について御説明させて

いただきます。法務省、この会場に御参集の皆様におかれましては、御発言をされる際は

挙手をお願いいたします。オンラインにより御出席されている皆様におかれましては、挙

手ボタンを押していただくか、画面上に見えるように手を挙げるなど、御発言の意思表示

をしていただきますようお願いいたします。挙手を確認しましたら、座長からお名前をお

呼びしますので、呼ばれましたら御発言をお願いいたします。なお、発言者を明確にする

ため、御発言の最初にお名前をおっしゃっていただき、その後、御発言いただきますよう

お願いいたします。 

  発言方法の説明は以上でございます。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  続きまして、議事に先立ち、法務省大臣官房司法法制部の松井部長から委員の皆様に御

挨拶がございます。よろしくお願いします。 

松井部長 司法法制部長の松井でございます。協議会の開会に当たり一言御挨拶を申し上げ

ます。 

  委員の皆様におかれましては御多忙にもかかわらず御出席いただき、誠にありがとうご

ざいます。また、日頃より法教育の推進に御尽力いただき、重ねて御礼を申し上げます。 

  本協議会では、法律や教育の専門家をはじめとする各界の有識者に御参加いただき、大

局的な観点から法教育を推進するための大きな方向性を示していただいてきました。近時、

成年年齢や裁判員対象年齢の引下げといった法や司法制度に関わる社会の変化を受けて、

特に若年者に対する法教育の重要性はますます高まっております。また、若年者に対する

法教育の充実強化に向けて、学校現場におけるＩＣＴ化などの環境変化を踏まえた上で、

学校現場のニーズに沿った検討を行うことが引き続き重要であると考えております。さら

に、法教育の担い手である学校教員の皆様の御負担を軽減しながら、持続的に法教育を実

践していただけるよう、法務省をはじめとする各関係機関の連携強化、体制整備も必要不

可欠であります。 

  法務省としては、このような社会の変化に対応し、法教育の一層の充実を図るため、今

後も必要な取組を積極的に進めてまいりますので、引き続き委員の皆様の御指導を頂けれ

ば幸いでございます。本日も委員の皆様から忌憚のない御意見を頂きたいと考えておりま

すので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

太田座長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
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  それでは早速、議事に入ります。お手元の議事次第を御覧ください。本日は大きく二つ

ございます。一つ、事務局等からの各種報告及び質疑応答、二つ、令和７年度以降の取組

事項についてを予定しております。 

  配布資料は議事次第に記載のとおりです。資料の内容については、各議題の説明時に事

務局から併せて説明させていただきます。お手元の資料に不足等がございましたら、事務

局までお声掛けくださるか、挙手ボタンをお願いいたします。 

  なお、本日の配布資料及び議事の内容につきましては、従前と同様、法務省のホームペ

ージにおいて公開させていただく予定です。あらかじめ心置きくださるようお願いします。 

  それでは、最初の議題に入ります。一つ目の議題は、事務局等からの各種報告です。本

日は３点御報告がございます。 

  まず、一つ目の報告事項、令和５年度における法教育授業等の実施件数についてです。 

  当協議会におきましては、各機関、団体等の法教育に関する取組状況を共有していただ

くことは、法教育の広がりを知る上で大変重要であると考えておりますことから、参加い

ただいております各機関、団体における法教育授業等の１年間の取組状況を報告していた

だき、情報共有を図っております。令和５年度における法教育授業等の実践件数につきま

しては、前回の会議にて法務省、最高裁判所、日本司法書士会連合会から御報告を頂いた

ところです。今回の会議では、集計のタイミングの関係で前回御報告いただいていない日

本弁護士連合会の取組状況について、張江委員から御報告をお願いしたいと思います。ま

た、今回から日本司法支援センターにおける取組状況についても御報告いただけることと

なりましたので、近藤委員から御報告いただきます。 

  では、まずは張江委員から御報告をお願いいたします。 

張江委員 張江です。資料１を皆様、御覧いただければと思います。令和５年度の学校等へ

の会員派遣の実施件数ということで、こちらの一覧を御提出させていただきました。口頭

で１点、補足させていただこうと思います。茨城県弁護士会と３枚目の旭川弁護士会で実

施件数が入っていて、派遣弁護士数も入っているんですけれども、参加生徒さんの人数が

ゼロとなっていて、これは、実施した弁護士が、法教育の授業に行くと、何人の生徒を対

象にしたかというのをチェックして帰ってくるんですけれども、それをチェックせずに帰

ってきたために、担当の弁護士会の事務局の方で人数が把握できていないということなの

で、参加生徒がゼロだということではないというところを補足させていただければと思い

ます。 

  以上になります。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  続きまして、近藤委員から御報告をお願いいたします。 

近藤委員 日本司法支援センター、法テラス本部の総務部長をしております近藤と申します。

私の方からは、法テラスで取り組んでおります法教育事業等の実施状況について御報告 

申し上げます。 

  法テラスは平成１８年１０月に業務開始以降、利用者からの問合せ内容に応じて、法制

度情報や、関係機関団体等の相談窓口に関する情報を無料で提供する情報提供業務を行っ

ております。それとともに平成２２年度以降、情報提供業務の一環としまして法教育に取

り組んでおります。全国にある法テラスの地方事務所において、多様な法教育の取組を行
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っている状況です。 

  資料２－１を御覧ください。こちらは、令和元年度以降の法教育事業等の実施件数や参

加者数を記載いたしております。※を書いておりますが、令和４年度以降は一般市民向け

法教育と関係機関向け関連事業と分けて統計を取っております。令和３年度以前のデータ

と横並びになるものとしては、一般市民向けの法教育のデータになります。令和元年度か

ら令和３年度にかけまして、これはコロナ禍の影響ですが、実施件数などが減っておりま

したけれども、令和４年度に持ち直して、現在、増加の傾向にあるということがお分かり

いただけるかと思います。 

  法テラスは独立行政法人の枠組みで設立されておりまして、毎年、第三者機関である日

本司法支援センター評価委員会から業務実績等の評価を頂いております。その評価の対象

としまして、法教育事業等の実施件数をどのようにカウントするのかということが令和４

年度を境に変わったということでございます。令和３年度までは関係機関向けの取組、例

えば、関係機関で働いておられるケアマネジャーさんに対して法律講座などの取組を行っ

たといたしましても、これは法教育ではなくて関係機関連携という別の項目で評価される

ということになっておりました。ただ、関係機関の職員の方への啓発を通じて間接的に一

般市民の方への効果も期待されますので、令和４年度からは、この関係機関向けの取組を

法教育事業の関連事業と捉えまして、関係機関向け関連事業のデータという形で取り始め

たという経緯がございました。こちらを合わせまして法教育事業等として法テラスでは捉

えております。 

  法テラスの法教育事業等の具体的な取組内容ですが、一般市民向けの講演会、図書館や

大学、専門学校との共催による法律講座、法テラスに勤務するスタッフ弁護士を講師とし

て学校に派遣しまして出前授業を行う、あるいは矯正施設での講話など、全国各地の地方

事務所において多種多様な企画を立案、展開しております。また、令和２年度からは新型

コロナウイルス感染症対策を目的としまして、オンライン形式による企画も行うようにな

り、現在も継続している状況です。 

  具体例としまして、資料２－２を御覧ください。こちらは令和６年１月になりますが、

法テラス神奈川におきまして実施しました法教育事業となります。ごみ屋敷問題をどのよ

うに解決していくのかという難しいテーマを、演劇を通じて分かりやすく一般市民や関係

機関職員の方々に伝える法テラス劇場と題する企画などを行いました。参加人数２３８名

とたくさんの方々に御参加いただき、参加者からの声にございますように、本当に頼って

よいのだと司法を身近に感じたというようなお言葉も頂いております。また、このような

イベントを関係機関と連携して行うことで、連携関係の強化にもつながるものと考えてお

ります。この資料に参考としまして２次元バーコードを掲載させていただいておりますが、

ユーチューブ上におきまして、法テラス神奈川のこの法テラス劇場を含む法教育動画や法

教育イベントの動画を公開しておりますので、御覧いただければ幸いでございます。 

  法テラスは全国に地方事務所を有し、積極的に自治体や関係機関との連携関係を構築し

ているという強みを生かし、今後も法教育事業等に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。報告は以上となります。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  以上の二つの御報告について、御質問等がある方は挙手をお願いいたします。 
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  髙橋委員、お願いいたします。 

髙橋（文）委員 司法書士会、髙橋です。弁護士会の御報告ありがとうございました。これ

を拝見すると、大学での取組が幾つかあるようですが、例えば学部であったり学年であっ

たり、その辺の内容が分かれば教えていただきたいです。 

張江委員 ありがとうございます。私自身が所属しているのが第二東京弁護士会なので、第

二東京弁護士会の事情しか分からないんですけれども、第二東京弁護士会は専修大学法学

部の方と毎年法教育の事業をやっておりまして、法教育プロジェクトというものが学内に

あって、それを法学部が主催されていて、法学部の学生さんを対象に実施しております。

他会のところはちょっと分からないですけれども、聞いているところによると、法学部も

しくは教育系の学部の方のところに行かれているというような話は聞いております。 

髙橋（文）委員 ありがとうございます。もう１点よろしいでしょうか。 

太田座長 どうぞ。 

髙橋（文）委員 法テラスの取組の御報告ありがとうございました。法テラスが直接なさる

のではなくて、例えば情報提供業務の一つで、各地方事務所の地域で、弁護士会だったり、

司法書士会だったり、いろいろな法教育事業の情報を集めて発信するというような発想は

おありになりますか。 

太田座長 近藤委員、お願いします。 

近藤委員 法テラスにおいて、例えば弁護士会や司法書士会の取り組んでおられる法教育事

業を毎回把握しているというわけではございませんので、共催する形で、例えば弁護士会

の弁護士に法テラスの方からお声掛けをして法テラスで行う取組の中で講演をしていただ

いたりとか、そういうことはございますが、直接に弁護士会や司法書士会の事業を法テラ

スで把握して発信するということは、現時点ではいたしておりません。 

髙橋（文）委員 そうですか。要望として、是非お願いしたいと思っております。 

太田座長 よろしくお願いします。 

  ほかに御質問やコメント等ございましたら、挙手でお願いいたします。 

  どうもありがとうございます。以上で第１点は終わりまして、次に、二つ目の報告事項、

法教育に関する広報活動について、事務局から御報告をお願いいたします。 

江原部付 事務局の江原でございます。令和６年度における法教育に関する広報活動につい

て御報告いたします。 

  まず、本年度当部が特に注力しました外部の事業者等との連携による広報活動について、

３点御報告いたします。 

  １点目は、株式会社小学館が運営しているウェブメディア「みんなの教育技術」へのタ

イアップ記事の掲載についてでございます。資料３－１及び３－２を御覧ください。「み

んなの教育技術」は、主に小学校教師のための教育情報を発信されており、ウェブになる

前の専門誌時代を含めると９０年以上の実績を有する国内最大級の教育情報メディアです。

このサイトの「知っておきたい教育用語のコーナー」に法教育の概要を掲載した上で、そ

れとは別のコーナーで、法教育教材や出前講座、セミナー等のイベントを網羅的に紹介す

るという形で、合計二つの記事を掲載しました。「みんなの教育技術」は小学校教員に特

化したメディアでございますが、小学校における法教育授業の充実が期待できることはも

ちろんのこと、小学校教員以外の層への訴求も期待しているところです。本サイトのユー
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ザーは１００万人以上であり、これは全国の小学校教員数４０万人を大幅に上回るもので

あることから、今述べましたような効果も見込んでおります。 

  ２点目は、メディア関連として日本教育新聞社との協力企画について御報告いたします。

日本教育新聞社とはこれまでも法教育セミナーの取材等で接点があった中で、今回、同社

に法教育の広報に関する助言を求めたところ、同社から日本教育新聞紙上における各種企

画を御提案いただいたものです。その企画の初回である法務大臣インタビューが３月１０

日号に掲載される予定となっております。鈴木法務大臣が法教育の重要性を語る内容とな

っておりますので、是非御覧いただければと思います。なお、その他の企画についても現

在調整中でありますが、同社からは法教育に関する記事を連載したい旨の申出も頂いてお

りますので、引き続き本取組を実施してまいります。委員の皆様におかれましても、取材

を受けていただけますとか、企画のアイデアがございますとか、もしそういったことがご

ざいましたら、事務局まで御連絡いただけますと幸いでございます。 

  ３点目は、お笑い芸人、オシエルズとのコラボ企画でございます。まず、オシエルズさ

んについて簡単に御紹介いたしますと、二人組のお笑い芸人で、かつお二人とも大学の非

常勤講師で、小・中・高校への出前授業を年間１５０回以上行っていらっしゃいます。出

前授業のテーマは、いじめやコミュニケーション能力の向上、職業選択、労働法規等、多

岐にわたり、これらを漫才やコントを交えて子供さんたちに伝えていらっしゃいます。こ

のように子供を引きつけるスキルを持つオシエルズさんに力をお借りして法教育への関心

の高まりにつなげたいということで、オファーをこちらからして、快諾を頂きました。オ

シエルズさんとのコラボに当たりましては、やはりお笑いがメインになるということで、

動画を制作することとしました。動画の内容は、主に法教育とはどのようなものであるか

ということを中心に漫才形式で展開するもので、現在５本ほどを制作中です。このほか、

オシエルズさんには、日本教育新聞紙上での現職教員や法曹資格者との対談や、法教育セ

ミナー等での講演などの企画について前向きな回答を頂いているところであり、今後も連

携していきたいと考えております。 

  ただいまから、制作中の動画の一部ではございますが、委員の皆様にサンプル動画を御

視聴いただきたいと思います。お手数ではございますが、オンラインで御参加いただいて

いる委員の皆様におかれましては、通信の負荷を軽減するため、一度カメラをオフにして

いただきますようお願いいたします。 

（動画視聴） 

  ありがとうございました。オンラインで御参加いただいている委員の皆様はカメラをオ

ンにお戻しください。 

  御視聴いただいたとおり、これまで法教育を知らなかった子供たちにとって、楽しみな

がら法教育のエッセンスに触れることができるものとなったのではないかと思っておりま

す。 

  外部の事業者等との連携による広報活動は以上でございます。 

  広報活動は継続的に積極的に行っておりますことから、続きまして、主な活動として、

そのほかの４点を御報告いたします。 

  １点目は、ホウリス君パネルでございます。参考資料１を御覧ください。ホウリス君パ

ネルとは、ホウリス君をかたどってパネル化したもので、サイズは縦横どちらも約９０セ
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ンチです。これはイベントなどにおける案内板としての使用に加え、法務省に来られた方

が気軽にホウリス君と写真撮影ができれば、法教育の認知度向上の一助になると考え、導

入したものです。ふだんは法務資料展示室に設置しておりますが、こども霞が関見学デー

等のイベントの際には出動し、親子連れの方々に特に御好評いただいております。 

  ２点目は、法教育展示ブースの設置でございます。こちらも参考資料１の後半を御覧く

ださい。法務省赤れんが棟にあります法務資料展示室の入口手前に、法教育展示ブースを

新たに設置いたしました。法務資料展示室には年間約１万人が来場されていることから、

この来庁者をターゲットとして広報効果を狙ったものです。ブースには既存のリーフレッ

トなどをパネル化したもの計７枚の設置と、リーフレット等の配布を行っております。ま

た、記念写真撮影コーナーも設け、前述のホウリス君パネルを設置しております。今後も

来場者の反応を踏まえつつ、ブースの充実を図ってまいります。 

  ３点目は、新たなホウリス君グッズの製作についてでございます。引き続き、参考資料

１を御覧ください。広報グッズは従前からエコバッグ、クリアファイル、シャープペンと

いった実際に使っていただけるものを製作し、使う方のみならず、その周りの方々への波

及効果をも狙いとしていたところ、今年度は更に利便性の高いグッズを製作したいと考え、

消しゴム、アクリルキーホルダー、紙クリップ、ハンカチを新たに調達いたしました。ま

た、ホウリス君の起き上がりこぼしの製作を企画し、現在生産作業中です。これは、福島

刑務所が刑務所作業製品として当省保護局のキャラクターホゴちゃんの起き上がりこぼし

を製作していたことから、同刑務所にホウリス君を提案し、実現したものです。こちらは

有料となりますが、年度内に販売を開始すると聞いております。このほか、本年度は民間

企業に対するホウリス君のＰＲを強化しており、その結果、複数の事業者からホウリス君

シールや、ホウリス君ガチャガチャなどとして製品化したいとの反響を頂いております。

こちらも現在、企画進行中です。 

  最後４点目は、法教育リーフレットの改訂についてでございます。資料４を御覧くださ

い。法教育リーフレットにつきましては、平成２５年に法教育推進協議会において作成し、

令和元年に現在のリーフレットのデザインに刷新しておりますが、その後作成した教材で

あるもぎさい教材や高校生向けリーフレットが未掲載となっていたことから、今般その内

容を資料４の４ページ、５ページに追加したものでございます。 

  事務局からの報告は以上です。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  ただいまの報告について御質問がある方、また、御所属の機関における広報活動の好事

例等がある方は、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

  髙橋委員、お願いいたします。 

髙橋（直）委員 中央大学の髙橋でございます。御紹介いただいた中での資料３ですかね、

「みんなの教育技術」のタイアップ記事なんですけれども、私は余りそういうのに詳しく

なくてあれなんですが、これはアクセス数とかがカウントされるような仕様になっている

ものでしょうか。もしそうなっているのであれば、どのぐらいアクセスがあるかとかとい

うのをちょっと御紹介いただけると、どのぐらい利用されているのかというようなことが

分かって、いいかなと思ったので、ちょっと御質問させていただいた次第です。 

太田座長 よろしくお願いします。 
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江原部付 事務局から回答させていただきます。申し訳ありませんが、アクセス数等を取っ

ておられるかどうかもこちらでは把握しておりません。御回答できなくて申し訳ありませ

ん。 

髙橋（直）委員 可能であれば、どのぐらい利用されているかが分かる方が便利かなという

ふうに思いましたので、御検討いただければ幸いです。 

江原部付 確認させていただきます。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  私の方から一つよろしいでしょうか。グッズなんですけれども、来年度からコンピュー

ターベースド・テスティング、ＣＢＴが始まったり、タブレットをもう既に配布等してい

るので、それに関連したグッズ、マウスというのはちょっと無理かもしれませんが、何か

壁紙とか、そういうものも考えられるかなとちょっと思った次第です。 

  以上です。 

江原部付 ありがとうございます。現在検討の中には入っていなかった大変貴重な御意見を

頂きましたので、これから検討していきたいと思います。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見等、あるいは事例報告等ございましたら。 

  小貫委員、お願いいたします。 

小貫委員 埼玉大学の小貫でございます。ありがとうございました。日本教育新聞の話で、

ちょっとお聞きしたいなと思っておりまして、これは結構、学校現場の先生方、管理職の

先生をはじめとして、読まれている人がいるかなというふうに理解しているところです。

それで、ウェブの方にこういった連載みたいなものが載る可能性があるのかどうかという

ことがもし分かれば、教えていただきたいなというふうに思っています。ウェブも載ると、

より普及効果があるのかなというふうに思ったので、ちょっとお聞きしました。 

太田座長 江原様、よろしくお願いします。 

江原部付 事務局からお答えいたします。オンラインの方にも掲載していただく予定となっ

ております。 

小貫委員 ありがとうございます。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかに御質問ありますでしょうか。 

  髙橋委員、お願いいたします。 

髙橋（文）委員 せっかく参考資料で準備していただいたものの紹介ですが、参考資料２に、

司法書士会で各地で行われている、右上に会の名前が入っていますけれども、親子法律教

室という事業を、連合会で作成した「解釈のちから」という紙芝居形式の教材を使って学

校単位ではなく地域単位で、小学校４年生を中心としたお子さんと、その父母に参加をし

てもらって取り組んでおり、その広報用チラシなどを参考資料として提出しましたので、

ご覧ください。 

  以上です。 

太田座長 ありがとうございます。大変興味深いお取組だと思います。 

  ほかに御意見や実践例、コメント等ございましたら、お願いします。 
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  斎藤委員、お願いします。 

斎藤委員 東京都教育庁の斎藤と申します。ありがとうございました。私は学校教育の立場

ですので、学校の授業として行うという場合にこういう教材をどのようにするといいのか

というような視点で、一つ意見として述べさせていただこうと思います。 

  学校が今、働き方改革の観点からも、大変な負担があるということは様々な報道でなさ

れているとおりです。なので、こういったリーフレットを御用意いただけることは大変有

り難いなと思っている一方で、授業で扱うときには、教科の学習内容に位置づけていただ

くようにお願いしたいなと思います。例えば、家庭科の授業であれば家庭科でカウントで

きるようにするなど、どの教科の授業で扱うといいのかというようなことを位置づけてい

ただくと学校で使ってもらいやすいいのかなと思います。これは、放課後とか教育課程で

はないところでやる場合には特に必要はないですので、一言申し述べさせていただきまし

た。 

  以上でございます。 

太田座長 ありがとうございます。事務局の方でリアクションがございましたら、江原様。 

江原部付 貴重な御意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

太田座長 そうですね、指導要領との関係でも、教育内容に組み込まれないと時間を取るの

が大変理由が付けにくくなってしまうという恐れもございます。ありがとうございます。 

  猪瀬委員、お願いいたします。 

猪瀬委員 猪瀬です。今、教育技術の方へ記事を載せていただいたというお話を伺って、本

当に学校の先生方はすごくいろいろなところから情報を得ていらっしゃるので、こういっ

た教育雑誌って実はたくさん書店に行くと並んでいるのを見るので、社会科の先生方の多

分雑誌もあるでしょうし、いろいろな分野でこの法教育を認知する人が増えてくるような、

この取組はすごく学校の先生方への広がりがあるのではないかなというふうに、すごく期

待をしておりますので、是非こういった雑誌とのタイアップというんでしょうかね、ある

いは新聞等の記事の投稿というでしょうか、連載というんでしょうか、そういったものを

是非続けていただければなというふうに思いました。 

  以上です。 

太田座長 ありがとうございます。その方向で来年度以降も進めていただければと思います。 

  ほかに御意見、コメントありますでしょうか。 

比嘉委員 日本ＰＴＡの比嘉です。よろしくお願いします。広報活動をたくさんされていて、

よいと思いました。自ら情報を取りに行かない子供たちに根づいていかせるためには、テ

レビＣＭやネットを利用して短めの動画も活用すると、子供たちの頭には否応なしに残っ

ていくと思いました。それが最善かどうかは別としても、自ら取りにいく作業ができない

子供たちも含めて、何かそういったものも検討されると、そこから興味を持っていろいろ

な情報を取りに行く形になると思いました。その辺あたりも広報活動として考えていって

いただければと思います。 

太田座長 ありがとうございます。もし、江原様、ありましたら。 

江原部付 事務局から回答させていただきます。今後の広報活動、これからもいろいろと広

く考えていこうと思っておりますので、今の御意見も参考にさせていただこうと思います。

ありがとうございました。 
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太田座長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  ありがとうございました。では、本日裁判所における広報活動について吉岡委員から御

紹介を頂ける予定でございましたが、吉岡委員が欠席されておりますので、事務局の方か

ら代読で御紹介をお願いいたします。 

江原部付 事務局の江原です。代読させていただきます。 

  裁判所の広報活動は、最高裁が実施するものに加え、各地の下級裁判所が地域と一体と

なり趣向を凝らして実施しております。最高裁で実施している広報活動の例としては、広

報誌「司法の窓」の対談企画にお笑いコンビなど著名人を起用したり、毎年８月頃に実施

している最高裁、法務省、日弁連共催の「法曹という仕事」において、最高裁判事から、

法曹を志したきっかけや仕事の魅力に触れつつ、高校生に向けたエールを送る動画を上映

するなどしています。下級裁判所の取組は多岐にわたりますが、例えば、県公認のゆるキ

ャラとのコラボ企画、スタンプラリーを実施するなどしています。 

  また、裁判員関係広報として、地元のプロスポーツチームとのコラボとして、サッカー

選手が裁判員役となる模擬裁判の実施、地元交響楽団のバイオリニストによるミニコンサ

ートとのコラボ、裁判員１５周年企画として、裁判員制度についてのキャッチフレーズを

募集して裁判員経験者と共に賞を決定するなどしたほか、民放キー局への裁判官の出演を

含め、外部機関が主催するイベントに参加するなどもしております。 

  以上です。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  次に三つ目の報告事項に進みます。これは高校生向けデジタル教材企画検討部会の活動

報告についてです。 

  まずは、事務局から活動状況の御報告をお願いいたします。 

  江原様、お願いします。 

江原部付 事務局の江原でございます。高校生向けデジタル教材企画検討部会の活動につい

て御報告いたします。 

  まず、本部会の概要を簡単に説明させていただきます。資料５の高校生向けデジタル教

材企画検討部会設置についてを御覧ください。この部会は、高等学校用の冊子教材に対応

する視聴覚教材が未作成であることや、ＧＩＧＡスクール構想に基づいて学校現場のＩＣ

Ｔ化が進む中で、これに対応した教材を提供する必要性があることなどを踏まえ、令和５

年３月の第５０回協議会において部会の設置が決定され、令和５年５月から活動を開始し

たものです。 

  資料の別紙のとおり、部会委員として高等学校の教員、法学研究者、教育学研究者、法

律実務家といった方々をお迎えし、既存の高校生向け冊子教材の内容を生かす形で、学校

のＩＣＴ環境を最大限利用した教材形式の在り方や、その内容などについて、部会委員の

皆様に御意見を頂きながら教材作成を進め、昨年度、既存の冊子教材のうち、ルールづく

りの分野から、「合意形成を図ろう～どこに橋を作るべきか～」、私法と契約の分野から

「『桃太郎』における桃太郎とサルとの間の契約」の題材をそれぞれ選定し、法教育ポー

タルなどで利用できる教材として完成いたしました。 

  次に、本部会の今年度の活動状況を御説明いたします。令和５年度制作教材の試行授業
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実施調査と、民事裁判を題材とする教材の新規制作を行いました。まず、令和５年度制作

教材の試行授業実施調査について説明いたします。この研究は、昨年度制作しましたルー

ルづくり及び私法と契約の教材や、法教育ポータルについて、その学習効果や利便性など

に関する学校現場の意見を幅広く収集し、その意見を踏まえて、法教育ポータルのマニュ

アルのブラッシュアップや本年度制作教材への反映などを行うことで、教材をより実践的

で活用しやすいものとすることを目的として実施しました。 

  具体的には、実際の学校現場においてテスト用の法教育ポータルを使用した授業を行っ

ていただいた上で、教員や生徒にアンケートを実施いたしております。授業をするに当た

っては、国公立、私立といった設置主体や地域に偏りがないように留意し、六つの高等学

校を選定しました。６校のうち３校がルールづくりを、３校が私法と契約の教材を使用し、

また、学年は４校が１年生、２校が２年生でした。アンケート結果を拝見しますと、キャ

ラクターや話すスピードがちょうどよくてよかった、いろいろな人と意見交流できるし、

思考力の向上につながる、こういった教材を使用しての授業はとても楽しかったという意

見、感想がありました。この調査結果は現在、受託業者において実施報告書を作成中です。

今月中に納品される予定ですので、追って法務省ホームページに公開いたします。 

  次に、本年度制作の教材について説明いたします。既存の冊子教材の紛争解決・司法の

分野から、「民事裁判・けがの責任をめぐって」の題材を選定しました。この題材は、不

法行為の事例を通じて裁判と和解手続の特徴を学びつつ、法に基づいて紛争を解決する力

を養うことを目的とするものです。部会においては、例えば、和解の方が優れた解決方法

であるなどと動画によってバイアスがかかることのないように、表現ぶりに細心の注意を

払いつつ、できる限り易しい言葉を用いるなどして、作り込みを行いました。また、この

教材につきましても、本年１月以降、３校において試行授業を実施しまして、そこで得ら

れた御意見についても反映して修正を終えております。 

  以上の工程を経て完成しました教材につきまして、一部ではありますが、これから委員

の皆様に御視聴いただきたいと思います。また、お手数ではございますが、オンラインで

御参加いただいている委員の皆様におかれましては、通信の負荷を軽減するため、一度カ

メラオフにしていただきますようお願いいたします。 

（動画視聴） 

  御視聴いただく内容は以上になります。オンラインで御参加いただいている委員の皆様

は、カメラをオンにお戻しください。 

  今見ていただいたのが導入から動画の前半になり、この後、クリステルさんに過失があ

ったかどうかについてのワーク、さらに後半で和解をテーマにした動画を見ていただいた

後、さらにその和解案の内容を考えるワークを行うという流れになっております。この教

材は、試行授業を実施いただいた教員、生徒の双方から御好評いただいており、デジタル

教材企画検討部会の委員皆様の御尽力の結果、大変分かりやすい教材になったのではない

かと考えております。今後は本教材の周知広報に注力すべく、引き続き法務省において取

り組んでまいります。 

  事務局からの報告は以上です。ありがとうございました。 

太田座長 どうもありがとうございました。 

  ただいまの御報告について、御質問等がある方は挙手をお願いいたします。いかがでし
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ょうか。 

  私の方から一つよろしいですか。今の論理展開は、要件事実論を当然に分かっていれば

分かりやすいけれども、それを知らないと、どうしてそういう論理展開になるのかが分か

らないんですけれども、それを教師が事前に説明するような形になっているんでしょうか。 

江原部付 事務局から御回答いたします。詳しい法律論的な内容を御説明いただくようには

なっていないんですが、今動画で出てきましたような、過失とは何なのかといったことを

かみ砕いたような内容はワークにも入っておりまして、それを前提に考えていただくとい

う形式になっております。 

太田座長 分かりました。もう一つ、私の方からよろしいでしょうか。 

  一つのトピックというか議論から次に行くときに、一回止めて、生徒さんたちに、どち

らが正しいと思うとか、どこが問題だと思うというような形のポーズがあるといいかなと

思ったんですけれども、そのポーズというのはちゃんと使いやすくなっているのでしょう

か。 

江原部付 事務局から御回答いたします。試行授業でも、どのような構成で行うかというの

は、それぞれ実施された教員の方々によって多少異なっておりまして、そのあたりについ

ては、授業の構成を考える教員の方々にお任せする形になっております。 

太田座長 そうすると、サンプルというか、こんなやり方がありますよというのを複数、こ

こで止めて聞いたらどうですか、というのはないわけですね。 

江原部付 そうです。 

太田座長 ほかに御質問等ございますでしょうか。 

比嘉委員 日本ＰＴＡの比嘉です。教材として、すごく分かりやすいと思いました。ただ、

これが現実的に起こった場合って、行き着く先って、その人たちのいろいろなことが加味

されていくと、もう１００件あれば１００通りの回答になっていくと思うんですが、今ま

だ途中までだったので、そのあたりもやはり生徒さんや先生たちというのは、そういった

方向も考えて、この教材を利用していくということになるんでしょうか。 

太田座長 事務局、お願いいたします。 

江原部付 事務局から回答いたします。実際、教材を使っていただく上で、正解はないとい

う前提で作成されておりまして、どちらの結論にもつながる事情を含んだものになってお

ります。試行授業をしていただいた後、アンケートに答えていただいているのですが、実

際に回答いただいた生徒さんたちの回答も千差万別といいますか、過失ある、ないについ

ても回答が分かれておりました。 

  以上でございます。 

比嘉委員 ありがとうございます。 

太田座長 よろしいでしょうか。 

  関連して、私の方から質問したいんですけれども、二つありまして、一つは、例えば遊

具に瑕疵があったとか、老朽化していただとか、そこらあたりの事実関係の探求とかいう

のを生徒とかが言い出したときに、どのように対応するのでしょうかというのが一つ。も

う一つは、工作物の設置、管理の瑕疵が市の側にあるとしたら、当事者が違ってくるんで

すけれども、そういう場合はどう対応するんでしょうか。 

江原部付 事務局から回答いたします。１点目ですが、教材の中ではあえてどのような遊び
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方をしたかといったところには詳しくは言及しない形になっておりまして、そこについて

は生徒さんの方で自由に考えていただいてよいという構成になっております。 

  ２点目については、今回の教材の中にはちょっと方向性としては含まれていないものに

なってしまうんですけれども、御意見として出たときには、そういった自由な発想も含め

て議論していただくという形になるのではないかと思います。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかに御質問等ございますでしょうか。 

  小貫委員、お願いいたします。 

小貫委員 埼玉大学の小貫です。基本的にはこのデジタル教材も、冊子教材とセットでやる

という理解でよろしいでしょうか。というのは、随分前ですけれども、冊子教材に私も関

わらせていただいて、私の前任校でやったものをベースにこの教材を作ったなと思い出し

ていたところです。そのときに、「要件・効果」の思考枠組みについては生徒に事前に教

えた上でこの授業をやった記憶があります。それでもなお、生徒たちは、そもそも過失っ

て何なのか分からないということがありました。なので、民法７０９条という条文がこの

冊子には出ていますけれども、ここが、例えば権利侵害、侵害ってここに当たるんだよと

か、予見可能性、回避可能性といった、ああいった話をウェブで分かりやすく示してあげ

るとかというふうにするといいと思います。 

太田座長 ありがとうございます。江原様の方から、もしコメントがございましたら。 

江原部付 事務局から回答いたします、作成しましたデジタルコンテンツをどう提供してい

くかなどについては現在検討中でありまして、今言っていただいたような貴重な御意見も

参考にしながら考えてまいります。ありがとうございました。 

太田座長 ありがとうございます。 

  大山委員、お願いいたします。 

大山委員 この間、勤務学校で「論理国語」の授業を参観する機会があったんですけれども、

夫婦別姓についての賛否を、法的根拠を明確にしながらいろいろ調べてプレゼンするとい

うグループワークでした。協議会は法律の専門家の皆さんが集まっていらっしゃるので、

許し難い方向なのかもしれませんけれども、例えば、夫婦別姓に賛成だったら夫婦別姓に

ついて強制する法律を作ればいいじゃん、という一方で、いや、そんなこと言うけれども、

夫婦別姓が嫌な人はどうするんだというような議論は当然起こるんですけれども、一番面

白かったのは、法的根拠を明確にしなさいということを担当教員が言ったものですから、

夫婦別姓についてはいろいろな世論調査とか、公的に信用の置けるような調査資料という

のはいっぱいあるんだけれども、法的根拠だけというふうに限定されてしまったので、生

徒たちは逆に、こういう法律があったらいいよなとか、立法者である国会議員人たちの間

の議論は今どうなっているんだろう、みたいなこともいろいろ話をしていたんですけれど

も、結構生徒は自由にやるんですよね、先生が余り規制をかけないで支援に徹すれば。そ

こで思ったんですけれども、やはり高校企画部会のメンバーを見ても、例えば東京都の教

員が二人入っているんですけれども、公民科なんですよね。ところが、今の話って「論理

国語」じゃないですか。大体こういう法の話というと家庭科の教員か公民科の教員になる

んですけれども、例えば国語科の教員も入れるとか、もうちょっといろいろな目から見て

法教育というのを考えた方がいいのかなと思っているのと、やはり法教育といった場合に
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司法がどうしても中心になってくるというところがあるんですが、立法というところで、

要するに、自分たちの社会課題を解決するのにこういう法律が必要だから、こういう法律

を作ってみるとか、そのときに当然、いろいろな利害があるから配慮しなければいけない

とか、それから論理性が明確になっていないと法として通用しないとか、もうちょっと立

法的なところに目配りしながら法教育って考えていいのかなと思っています。以前は東京

都教育委員会なんかでも、法教育というと法律だけに関わることになってしまうから、

「法に関する教育」という言い方をしていたんですけれども、逆に今は、法律を自分たち

で作ることで法について考えるという、言わばど真ん中といいますか、そういったところ

も必要ではないかなと思って、やはり法律の専門家だけで考えられることって多分限界が

あるんだろうなという、自分自身も反省しながら思っているところなんですけれども、今

後もまたこういう協議会が続いたり、また高校生向けの企画が続くのかどうか分かりませ

んけれども、恐らく小学校、中学生でも、自由にこういう法律を作ろう、みたいなことを

できるのかなと思っていて、そういう方向性で今後考えていただければいいかなと思った

次第です。 

  以上です。 

太田座長 どうもありがとうございます。事務局、江原様。 

江原部付 貴重な御指摘ありがとうございました。今後の取組の参考にさせていただきたい

と思います。 

太田座長 張江委員、お願いいたします。 

張江委員 日弁連の張江です。この教材を拝見していて、１点気になった点がございまして、

過失というのは評価ですので、事実を評価して過失まで認定に持っていくというところの

論理展開がこの教材に説明されているのかどうかというところを教えていただきたいのと、

もしそういう説明がないのであれば、それを入れてあげないと、子供たちはトゥールミン

モデルですとか三段論法とかを使って結論を導くんだという体験にならないので、法的な

思考というところがちょっと欠けてしまうのではないかというところが危惧されたんです

けれども、いかがでしょうか。 

太田座長 江原様の方からお願いします。 

江原部付 事務局から御回答いたします。おっしゃっているとおり、事実と評価は違うので、

できる限り教材の中で、背景となる事実とそれに対する評価というのは分けて捉えていた

だけるように鋭意努力したとは考えているところですが、そういった御指摘も踏まえて、

今後また教材を作成していく上での参考にさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

太田座長 ありがとうございます。私もちょっとそれは同感でございまして、司法の説明で、

法を適用して判断をとあって、事実を認定するとか、被告人が有罪か無罪かをまず確定す

るというところがきれいに欠落していたような気がしたので、少し気になったところです。 

  ほかにございますでしょうか。 

  では、一つ僕の方からコメントというか、将来に向けてなんですけれども、先週、日司

連のシンポジウムで司法書士になろうというのがありまして、そのときに気付いたんです

けれども、その場でアンケートとかボートをすると、ボートというのは投票すると、それ

がメンチメーターとか、あるいはグーグルアンケートというのがありますけれども、その
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場で数が出るんですね。そうすると授業の最中も、割と今のは一方通行的なので、例えば、

この段階であなたはどちらかというのをその場で携帯で押せば多数決みたいな、みんなが

どう考えているかが分かる、それがどう変化したかが分かるとか、あるいは複数選択肢の

ときには、どれにみんなが何人賛成して、というようなことが組み込まれていると、もっ

とインタラクティブに使えるのかなというので、将来もし予算等が付いてこういう企画が

できるのであれば、そういうことも。というのも、我々、シンポジウムを聞いていて非常

に引き込まれてしまったものですから、きっと生徒さんもそうかなと思った次第です。た

だのコメントです。 

江原部付 ありがとうございます。いわゆるツールといいますか、使用する道具については、

試行授業でもいろいろと御意見いただいているところでありまして、今検討もしていると

ころなので、今後の参考にさせていただきたいと思います。 

太田座長 ほかにございませんようでしたら、よろしいですか。 

  ありがとうございました。続きまして、本部会座長であられる野澤委員から、部会解散

についての発言をお願いいたします。 

野澤委員 部会座長をしております野澤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本部会は、高校生向けのデジタル形式の教材を作成するとともに、その周知方法等につ

いて検討を行う目的で設置されましたところ、おおむねその目的を達成したと考えられる

ことから、本日の協議会における委員皆様の御了解をもちまして本部会を解散したいと考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

太田座長 ありがとうございます。 

  それでは、高校生向けデジタル教材企画検討部会から、ただいまのように活動の満了に

伴う解散の申出がございました。それに従いまして部会を解散することとしてよろしいで

しょうか。 

  ありがとうございます。それでは、本日をもちまして高校生向けデジタル教材企画検討

部会を解散することといたします。 

  以上で議題（１）各種報告については終了とさせていただきます。 

  引き続き、二つ目の議題に移ります。次の議題は、法教育の普及・促進に向けた令和７

年度以降の取組事項についてです。 

  まず、事務局から令和７年度以降の取組などについて説明していただき、その上で皆様

の御意見を頂きたく、御協議をお願いしたいと思います。 

  それでは、事務局、江原様、お願いいたします。 

江原部付 事務局の江原でございます。法教育に関する令和７年度以降の取組事項について

説明いたします。 

  まずは、令和７年度の主な取組事項として３点挙げさせていただきます。なお、これら

は飽くまで現時点において事務局が検討している段階のものでございます。 

  １点目は、法教育教材の作成についてです。先ほど御覧いただきましたが、令和５年度

及び令和６年度と高校生向けのデジタルコンテンツの制作を行いました。令和７年度以降

も新たな法教育教材を作成していくことを検討しています。一例を挙げますと、これまで

の法教育教材は主に小学生、中学生及び高校生向けに作成してきましたが、例えば教職課

程の学生向けなど、より一層幅広い世代に訴求対象を拡大することも検討する必要がある
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と考えております。また、教材の構成、形式につきましても、既存の法教育教材は学校の

授業時間５０分程度で使用いただけることを前提として、動画や児童・生徒用のワークシ

ートといった資料を付けておりましたが、より短時間で効率的に法教育を実践できるよう

な、ホームルームなどでも使用いただけるショート動画などの教材も検討しているところ

でございます。教材作成に当たっては、学校教員や業者等からのヒアリングも実施しなが

ら進めていくよう考えておりますが、教材作成部会の在り方も含め検討する必要があると

考えており、今後の法教育教材に求められる機能性等に関して御意見いただければと思い

ます。 

  ２点目は、法教育セミナーについてです。法教育セミナーは、法教育の担い手育成の観

点から、法教育教材を活用した具体的な法教育授業の実践方法などの習得や、教育関係者

と法曹三者との連携を深めることなどを目的として開催しているものです。令和元年度に

開催して以降、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見送ったもの

の、本年度まで開催してまいりました。法教育を普及、推進していくためには、法教育の

担い手育成が必要不可欠ではございますが、法教育の重要性が認識されているものの、学

校現場においてどのように法教育授業を実施すればいいのか、その実践方法が分からない、

法教育授業を行う時間的余裕がないなどという声もあり、また、法教育実践に関する取組

についても学校や地域によってばらつきがあり、全国一律に普及しているとは言い切れな

い現状があることから、このようなセミナーを継続して開催する必要があると考えており

ます。 

  資料６を御覧ください。本資料は、本年度開催しました法教育セミナーのフライヤーで

ございます。本セミナーは昨年度まで主に教員向けとして開催しておりましたが、教員に

なる前段階から法教育に触れてもらうことで、法教育の重要性を認識するとともに、法教

育の実践方法や法曹三者とのつながりを感じてもらうことなどを目的として、教職課程の

学生を主な対象として開催いたしました。来年度も引き続き法教育セミナーを開催する予

定でございますが、法教育の担い手を育成するという本セミナーの目的、趣旨を踏まえ、

参加対象やプログラム、開催形式などについて御意見いただければと存じます。 

  ３点目は、小学校における法教育状況実践状況調査の実施についてです。本調査は、学

校現場における法教育の実施状況や課題などを把握することで法教育推進の成果を明らか

にするとともに、従前の調査結果との比較検証などを通じ、更なる法教育の充実、推進の

ために有効な方策を検討することを目的としているものです。児童・生徒の発達段階に応

じて区別して実施する必要があることから、小学校、中学校、高等学校を対象として、そ

れぞれ実施年度を分けて、かつ一定の間隔を空けて、別々に実施してきました。これまで

に、小学校を対象とした同調査は平成２４年度及び令和元年度、中学校は平成２５年度及

び令和３年度、高等学校は平成２６年度、平成２７年度及び令和４年度と順次実施してお

ります。 

  資料７と資料８を御覧ください。資料７は、小学校を対象とした直近の調査である令和

元年度の報告書、資料８は、本調査全体で直近である高等学校を対象とした令和４年度の

報告書です。令和７年度は小学校を対象予定としているところ、前回の調査から期間が空

いており、またこの間、新たな学習指導要領の導入やＧＩＧＡスクール構想の進行などが

あったことから、これらの環境変化による影響などを把握した上で、有効な施策を検討す
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るための質問項目等を検討する必要があると考えております。 

  質問項目については、資料７の８２ページ以降と資料８の７５ページ以降に記載がござ

いますので、参考にしてください。従前の調査との比較検証のため、例年設けている質問

項目もございまして、例えば、外部人材と連携した法教育授業実施の有無、ありの場合は

その実施状況、外部人材と連携した法教育授業を実施しなかった理由、法務省作成の法教

育教材の利用の有無、前記教材利用ありの場合、その教材とその題材、前記教材利用なし

の場合、その理由、法教育を実施するに当たっての課題などは、これまで継続して調査を

行っている項目です。質問項目のほか、とりわけ教員の方の負担を軽減する観点などから、

調査の実施時期や実施方法等につきましても検討する必要があると考えておりますので、

これらの点に関しても御意見いただければと思っております。 

  そのほか、令和８年度以降にも向けて、法教育に関する取組事項や課題など、広く御意

見を頂けますでしょうか。例えば、限られた人、時間、単元の中で授業を行っていかなけ

ればならないという学校現場の負担が大きい中、いかにすれば、現在は多種多様な関係機

関が主体となりそれぞれで行っている法教育をコーディネートし、教育機関とも連携しな

がら、効率的かつ効果的に実施する体制を整えられるかといったことや、多種多様な人種、

背景、文化、価値観を持つ人々と共存していく必要がある中で、今法教育に求められてい

る役割がどのようなものなのかなど、委員の皆様方の御意見や御知見も含め、広く御教示、

御意見いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

  事務局からの説明は以上です。 

太田座長 ありがとうございました。 

  それでは、協議に移りたいと思います。ただいまの事務局からの説明を踏まえて、御質

問や御意見がございます方は挙手をお願いいたします。オンラインの方は、挙手ボタンで

お願いいたします。 

  髙橋委員、お願いいたします。 

髙橋（文）委員 法教育セミナーの件ですけれども、今の御説明の中で、地域性であったり

学校の特色であったりという事情があって全国一律ではないというお話があったんですが、

私は地域性があっていいと思っています。ただ、その中でベーシックな法教育の考え方を

伝えるためには、東京の開催ではなくて、是非地方での開催も御検討いただきたいなと思

っております。 

  以上です。 

太田座長 江原様、お願いします。 

江原部付 開催地域の選定に当たって、参考にさせていただきたいと思います。ありがとう

ございます。 

太田座長 ありがとうございます。 

  次に、斎藤委員、お願いいたします。 

斎藤委員 ありがとうございます。先ほど調査の話がありました。率直に、まず一つだけ。

来年度はどの校種でやる予定か、予定はございますでしょうか。 

太田座長 江原様、お願いいたします。 

江原部付 御回答いたします。来年度は小学校を対象とする予定です。 

斎藤委員 ありがとうございます。再来年度は中学校になる見込みでしょうか、あるいは全
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く決まっていないでしょうか。 

太田座長 江原様。 

江原部付 御回答いたします。再来年度以降については、現時点では未定でございます。 

斎藤委員 ありがとうございます。それでは、来年度の小学校の調査について、少し伺わせ

てください。 

太田座長 お願いします。 

斎藤委員 令和元年度の報告書を拝見すると、対象校数が１万校になっています。母数はそ

れと同程度と考えていいかということが一つ。また、期間として１か月程度回答の期間を

設けていただいていますが、それについては同程度、あるいはそれ以上の期間を設けてい

ただけると有り難いという要望です。最後は、回答するに当たっては、ウェブ回答フォー

ムになっているので、学校が回答したものを直接業者さんにフォームの形で送れるようで

あれば問題がないですけれども、余り基礎自治体の市町村の教育委員会の手を煩わせない

ようにしていただけると幸いでございます。 

  以上です。 

太田座長 江原様。 

江原部付 事務局から回答いたします。１点目の母数の件に関しては、現在検討中でござい

ます。２点目の期間に関しましては、例年と同じような期間を想定しているところであり

ますが、まだ確定はしておりません。３点目の調査方法や結果の収集方法については、今

の御意見を参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

太田座長 よろしいでしょうか。 

斎藤委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見、御提案等ございますでしょうか。 

  窪委員、お願いいたします。 

窪委員 清瀬市立清瀬第十小学校の窪でございます。よろしくお願いいたします。 

  私も、実施状況の調査についてです。この調査、大変価値のある調査だと思っています。

全国の学校で法教育がどのように取り組まれているのかということをデータで明らかにで

きる、本当に貴重な調査なので、学校現場にいる者として、たくさん調査があって、回答

するのは大変ではあるんですが、こういう価値のある調査には是非御協力したいと思いま

すので、行っていただきたいと思っています。 

  その点で、実施時期について学校現場からお話しさせていただきますと、前回の調査は

令和２年１月１０日から２月１０日というふうに出ていましたが、もし時期を移せるので

あれば、７月から８月、９月をまたぐような時期ですね、７月、８月という時期にしてい

ただきますと、学校は夏季休業にかかる時期ですので、回答者もかなり心に余裕を持って

回答することができます。調査項目も、すぐに回答できないような質問も実はあって、取

組状況を少し調べたりとか、実施状況、実際の学年、学級での状況を聞き取ってから回答

しないと正確な答えができないというようなものもあります。実際は管理職ですとか教務

主任が回答することが多いと思うんですけれども、そういった教員のゆとりがある時期と

考えますと、７月、８月と思いますので、そういった時期に１か月以上の期間を取って実

施していただけると有り難いです。また、実施方法については、先ほどもお話がありまし
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たが、直接オンラインで回答できる形式にしていただけると様々な機関の負担も軽減され

ますので、有り難いです。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

太田座長 ありがとうございます。江原様。 

江原部付 ありがとうございます。実施時期及び調査方法について参考にさせていただこう

と思います。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかに御意見、コメント、御提案等ございますでしょうか。 

  猪瀬委員、お願いします。 

猪瀬委員 猪瀬です。今日の協議事項の中の普及・促進の部分なんですが、まず二つありま

して、一つは、現在作っておりますデジタル教材の活用についてと、組織というんですか

ね、そういった体制のお話なんですが、まず一つ目、このデジタル教材、私は学校で実際

にお試し授業なども見させていただいて感じているのは、学校の公民科とか社会科とかと

いう教科だけではなくて、話合い活動、特活的なとか、あるいはホームルームとか、やは

り考え方を大事にする授業に使えるのではないかというふうに思っていますので、先ほど

斎藤委員からありましたけれども、やはりちゃんと教科あるいは授業に落とし込んで、し

っかりここでできるんだという形にするということを一つの方向性で、そのために作って

いる部分はあるとは思いますが、それ以外の教科やホームルームなどにも先生方が使える

ような、そういった提示の仕方、活用の方法もあってもいいのかなと。そしてまた、学校

を離れて、先ほど法テラスさんからも、いろいろな活動をされている中で、こういった教

材を使った取組があってもいいのかなと、もちろん弁護士会の方に使ってもらっても、司

法書士会の方にこれを使ってもらってもいいのかなというふうにも思いますので、活用に

関しては少し幅があっても、この教材を活用する方法はあるのかなというのが一つ。 

  それからもう一つは、この法教育の普及に関しては、なかなか私も学校から、今は大学

におりますけれども、普及に関しては難しい実感がございまして、学校の先生がこの法教

育に触れる機会というのがなかなか作れませんので、私が茨城県の教育研修センターに勤

めていたときには、初任者研修とか、いわゆる法定研修の中で社会科の先生に法教育の取

組を研修センターとしてやってみたことがございますが、やはり機会を増やしていかない

と広がっていかないというのをちょっと普及・促進では感じております。また、その研修

のために弁護士会、それから裁判所、検察庁にローテーションで講師をお願いして、先生

方にお話を頂いたりしたんですが、そのときに、やはり県内の法教育の普及発展のために、

法曹三者、それから教育委員会、研修センター担当者が集まるような組織を立ち上げ、研

修センターが取りまとめ役になって組織を一つまとめましたが、なかなか私もその後、退

職したり、あるいはそのときの指導主事が異動したり、継続的に動いているかというと、

若干心もとない状況もございます。ですので、こういった法教育に関して普及のキーにな

るのは、そういった取りまとめの組織があるといいなというふうにも思っています。司法

書士会さんや弁護士会、法テラス、様々な方々の取組をまとめたり、学校へ紹介したり、

そういったことができる組織があると、安定的に法教育の普及・促進というのが図れるの

ではないかなというふうに思っています。 

  以上でございます。 
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太田座長 ありがとうございます。事務局の方でコメントがございましたら。 

江原部付 学校教材の活用の方法並びに普及・推進の方法について、御意見ありがとうござ

いました。貴重な御意見、参考にさせていただこうと思います。ありがとうございます。 

太田座長 よろしいでしょうか。 

  ほかに御意見、御提案、コメント等ございましたら。 

  比嘉委員、お願いいたします。 

比嘉委員 日本ＰＴＡの比嘉です。教職員課程の方を中心に、いろいろなショート動画を見

せているということですが、教職員課程以外の方にこそもっと知ってもらった方が、先生

になった後にも、周りの方の理解や協力が得られてよいと思います。 

  それから法教育セミナーは２日間にわたり１日４０名程度で、計８０名程度の参加とい

うことです。これが全国規模で考えたときに、人数の枠が少ないと思ったのですが、そう

ではなくて適正もしくはこれぐらいの人数ではないとできないまたは後日オンデマンド配

信もされることでカバーされているなど、教えてください。 

  それから、アンケート等を取られているということでした、小学校、中学校、高校で、

アンケートを取ったら、アンケートに回答した人たちにもその結果をお知らせするのがよ

いと思いますが、それはされているのか知りたいと思いました。 

  最後に、子供に対しての法教育に求められるものは、親として、法律というのは人が幸

福であるために必要で身近なものであることを感じさせることだと思います。それが加え

られて、はじめて法教育になると思いました。 

  以上です。 

太田座長 ありがとうございます。事務局の江原様。 

江原部付 事務局から４点、回答させていただきます。１点目の働きかけの対象という点に

つきましては、今後の法教育教材等の作成に当たって参考にさせていただこうと思います。 

  ２点目の法教育セミナーなんですが、今年度の法教育セミナーに関しましては、セミナ

ーの中で模擬裁判を実施しておりまして、この模擬裁判の会場が実際の法廷を使用したも

のになっておりました。その法廷のキャパシティーの関係で４０名に区切らせていただい

たものです。今後の法教育セミナーの規模を考える上で、本日の御意見を参考にさせてい

ただこうと思います。 

  ３点目のアンケートなんですが、何のアンケートを指していらっしゃいますでしょうか。 

比嘉委員 資料７、８のところです。調査に関して、その結果をどのようにお伝えしている

のでしょうか。 

江原部付 御回答いたします。資料７と８に関しては、実施状況に関する調査の報告書です

ので、報告書としてまとめた後に公開をさせていただいております。 

  最後の、どのような法教育が求められているかについての御意見については、大変貴重

な意見を頂きました。ありがとうございました。 

  以上です。 

太田座長 よろしいでしょうか。 

比嘉委員 ありがとうございます。 

太田座長 ほかに御意見やコメント等ございましたら、お受けしたいと思います。 

  小貫委員、お願いいたします。 
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小貫委員 埼玉大学の小貫でございます。２点、意見を言わせていただければと思います。 

  １点目が、法教育教材の教職の学生向けのものを今後検討するというお話があったかな

というふうに思っています。是非やっていただきたいというふうに思っていて、とても重

要なことだろうなというふうに思っています。それが１点目です。 

  ２点目が、学校の中の法教育もとても大事だし、学校の外の法教育もとても大事だと思

っています。中・高交渉コンペディションというものがあるんですね。これは高校生、中

学生がネゴシエーションをしていく、そういう大会ですけれども、こういった交渉教育と

いうのが学校の外で今行われています。このような交渉コンペとか交渉教育みたいなもの

と法教育が両輪で進んでいくというのがとても大事かなと思っておりまして、是非法教育

と交渉教育というもののタイアップみたいなものを今後考えていただくと、すごく面白く

なるし有意義なものになるかなというふうに思っているところです。 

  以上です。 

太田座長 ありがとうございます。事務局の方で、もし御回答ないしはコメントがございま

したら。 

江原部付 事務局から御回答いたします。どちらも貴重な御意見、ありがとうございました。

今後の参考にさせていただこうと思います。ありがとうございます。 

太田座長 ありがとうございます。 

  ほかにございますでしょうか。 

  ありがとうございました。ただいまたくさん頂きました御意見を参考に、今後事務局に

おきまして検討していただくことにいたします。 

  本日予定していた議題は全て終了いたしました。 

  委員の皆様から、何かほかにございますでしょうか。お受けしたいと思います。 

  ありがとうございます。 

奥村官房付 事務局から一言よろしいでしょうか。太田座長、長戸委員におかれましては、

本年５月の任期満了をもって本協議会委員を御退任される御意向である由、伺っておりま

す。 

  長戸委員におかれましては、平成２６年７月の第３６回会議から長きにわたって当協議

会委員をお務めいただきました。また、太田座長におかれましては、平成２７年に委員に

御就任され、その後、令和５年１０月の第５１回会議で座長に選任されて以降、委員と座

長をお務めいただきました。お二方には、これまでの法教育の様々な取組等におきまして

一方ならぬお力添えを賜り、当協議会に多大なる御貢献を頂きました。この場をお借りし

て厚く御礼申し上げます。 

  よろしければ、一言ずつ御挨拶を頂きたく存じます。まずは長戸委員より御挨拶いただ

ければと思っております。 

長戸委員 すみません、お時間を頂きまして。約１０年、長きにわたり、本当にもう貢献も

できず、恐縮しているところでございます。私としては会議に出させてもらって、いろい

ろインプットというか、本当に非常に興味深いお話をいろいろ聞かせてもらって、大変感

謝しております。 

  やはり今思いますのは、つくづく最近というか、このところ思うのは、ニュースに接し

ていても、法の支配ですね、今、法の支配というのがこれだけ大事なときはないのではな
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いかなというのを感じておりまして、それはもう国際社会ではもちろん、国際法は法でな

いと私、大学のときに習いました。国際法はいわゆる法ではないんだけれどもと、もちろ

ん日本にある憲法、民法や刑法とは違う存在かもしれませんけれども、でも、やはり社会

や生活をよくするために、この法律というのは、やはり国際社会、身近なところを問わず、

本当に大切なんだということを実感しておりまして、ルールを守るというのはとても大切

なんだと。 

  私は委員先生方、皆様からいろいろ学ばせていただきまして非常に、ルールを守るとい

う話が出ましたけれども、必ず法教育に関して社説とか記事をたくさん書くという公約を

掲げたんですけれども、まだ十分にできておりませんで、これもきちんとルールを守ると

いうことで、公約を今後も果たしていきたいと思います。インプットだけでなくて、記者

なんですからアウトプットをきちんとしていきたい。そのときにはまたいろいろお世話に

なると思いますが、本当にこの法教育の大切さ、法律の重要性、民主主義の社会において

のこの法律の重要性というものは、今後もきちんと発信していきたいと思います。本当に

法務省の方々、先生、どうもありがとうございました。 

奥村官房付 長戸委員、温かいお言葉ありがとうございました。 

  続きまして、太田座長よりお願いいたします。 

太田座長 法教育推進協議会では大変貴重な経験をさせていただきまして、また、専門であ

る法社会学にとっても非常に学ぶことの多かった協議会でありました。また、最後の方は

座長として司会をする役割を頂いたんですけれども、幼い頃からそういう仕切るとか、議

長とか、座長というのは全く苦手でございまして、委員の皆様方にはフラストレーション

とか不満を抱かせてしまったのではないかと思いますので、ここでお礼を申し上げるとと

もに謝りたいと思います。また、事務局の方にはいつもドジをする座長を助けていただい

て、本当にありがとうございます。 

  今後も法社会学的な研究を視野に入れて、法教育とか法曹養成とかを研究していきたい

と思っておりますので、これからも皆様にはお目にかかることも多いかと思いますが、そ

の際には今回の私のふつつかな失敗は忘れて、温かく接していただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

奥村官房付 太田座長、ありがとうございました。 

太田座長 それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。皆様、本日もありがとうご

ざいました。寒いので気を付けてお帰りください。 

─了─ 

 


